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１．はじめに
　世界知的所有権機関（WIPO）は1967年に採択さ
れたWIPO設立条約によって1970年設立され、1974
年より国連の知的財産に関する専門機関として活動
する国際機関で、その本部をジュネーブにおきます。
筆者が特許協力条約（PCT）オペレーション部門に
勤務して６年目となった昨年は、６月にPCT制度
の運用開始40周年を祝う行事があった他、近年のア

ジア圏からの国際出願数の急激な増加によってオペ
レーションの現場のチーム構成や業務分配に変化が
あり、その影響を身近に感じました。そして、昨年
はチーム・コーディネータという職務に加えて、一
職員としてスタッフ・業務事項に関して事務局長へ
提案を行うJoint Advisory Group及びWIPO職員団
体保険制度委員会の委員にご指名を頂いて会議に出
席させて頂いた他、WIPOのオンブズマンを助ける
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ネットワークに参加して研修を受けるなど、少し活
動が広がった年でもありました。
　また、秋の総会（General Assembly）は、WIPO
加盟国代表がジュネーブ本部に集まる大きな会議で
すが、2018年総会では我が国の存在感がよりいっそ
う示されました。まず、WIPOジャパン・トラスト・
ファンド−アフリカ・後発途上国（「アフリカ・ファ
ンド」）の10周年を祝う行事が開催されました。そし
て、我が国がマラケシュ条約に加盟したことも注目
され、日本代表団とWIPO事務局長との署名交換の
様子が広報されました。また、11月には、WIPO初
の第一回知財裁判官フォーラムが開催されて、世界
各国から知財紛争に携わる経験豊かな裁判官が集ま
り、情報と意見交換の場となりました。日本からも
知的財産高等裁判所のお二方が登壇されました。
　以下、WIPO一職員の雑感として、PCTオペレー
ション40周年記念行事、2018年WIPO総会（マラケ
シュ条約への参加、日本文化行事、WIPO調停仲裁
センター、Pat-Informed）、及び知財裁判官フォーラ
ムのご報告と、2019年の展望を僅かながら書かせて
頂きます。

２．特許協力条約（PCT）オペレーション
40周年記念

　特許協力条約（PCT）は、1970年にワシントンDC
で調印されました。WIPO設立と時を同じくして成
立したこの条約は、WIPOが所管する重要な条約の
１つです。このPCTは、調印から８年後の1978年１
月24日に施行され、６月１日運用開始（願書受付開
始）となりましたので、昨年はちょうど施行と運用
開始の２つの40周年を祝う年となりました。
　PCTはその40年のオペレーションの中で着実に
発展してきました。例えば、加盟国の数をみると、
PCT条約は13か国で締結され、18か国の加盟国で運
用が開始しました。それが現在は加盟国が152か国
となり、一昨年2017年の出願数は243,000件まで増
加しています。WIPO国際事務局の役割である国際
公開については、2017年２月２日に300万件を達成
しました。ちょうど300万件目に国際公開された出
願はドイツの研究財団フラウンホーファー研究機
構（Fraunhofer Gesellschaft）が出願人でしたので、
WIPOに関係者が集まり記念行事が開かれました。

　PCTのオペレーション部門に勤務するスタッフに
とってのやりがいは、世界中のPCT加盟国から届く
国際出願書類を受理した後、二度目の方式審査、中
間書類の処理と管理、国際公開を行って、国内移行
までがスムースに行われるようにサポートする仕事
内容にもありますが、WIPOの収入源に貢献してい
るという側面にもあります。今日に至るまで、PCT
は独立採算組織であるWIPOのメインの収入源で、
昨年はPCTからの収入72%と、マドリッドシステム
からの収入17％をあわせると、国際知財出願登録
制度運営による収入が90％を占める旨報告されてい
ます。なお昨年の統計によるとWIPO加盟国からの
Contributionは4.3％、Voluntary Contributionは2.9％
です。その内、我が国は、毎年総額約590万スイス
フランを、知財に関するプロジェクトや、以下紹介
するアフリカ・ファンドとして出資しています。こ
れは、Contribution総額の62％〜71％占め、我が国
は随一の出資国です。
　2018年６月１日のオペレーションの40周年記念日
は、運用開始当初の関係者を招き、WIPO国際事務
局からはPCT法務・国際部門とPCTサービス部門

（オペレーション部、翻訳部、情報システム部）のス
タッフが参加して祝われました。WIPO本部ロビー
に1978年にオペレーション開始した時代を感じさせ
るタイプライター打ちの出願書類やディスクが展示
されました。当時、いかに限られた人数のオペレー
ションスタッフが、手仕事で紙の書類を取り扱って
いたかを語るPCTシニアスタッフの話に、この制度
の歴史とWIPOの発展と、そして我が国との深い関
わりを再認識しました。
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　PCTの発展は、加盟国拡大、出願数の増加、手続
きの電子化にあわられていますが、近年はグローバ
ル経済の中、PCT出願される地域にも変化がありま
した。例えば、2017年、中国が我が国からのPCT出
願数を3000件あまり上回り、米国に次ぐ第２位に躍
進しました。数年前に、「（出願数で）日本の背中が


